
 

 

議案第２９号 

 

   甲府市保健所関係手数料条例の一部を改正する条例制定について 

 甲府市保健所関係手数料条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

  平成３１年２月２７日提出 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

   甲府市保健所関係手数料条例の一部を改正する条例 

 甲府市保健所関係手数料条例（平成３０年１２月条例第３５号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 別表中第９７号を第１１５号とし、第８６号から第９６号までを１８号ずつ繰り

下げ、第８５号を第８６号とし、同号の次に次の１７号を加える。 

（８７） 薬事法の一部を改正する法律（平成１８年 

法律第６９号。以下「一部改正法」とい 

う。）附則第８条の規定により従前の例によ 

り引き続き薬種商販売業を営むことができる

こととされる者に係る一部改正法第１条の規

定による改正前の薬事法第２４条第２項に基

づく許可の更新の申請に対する審査 

１件につき １１，０００円 

（８８） 一部改正法附則第８条の規定により従前の

例により引き続き薬種商販売業を営むことが

できることとされる者に係る薬事法の一部を

改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及

び経過措置に関する政令（平成２１年政令第

２号）第１条の規定による改正前の薬事法施

行令第４５条第１項の規定に基づく許可証の

書換え交付 

１件につき ２，０００円 



 

 

（８９） 一部改正法附則第８条の規定により従前の

例により引き続き薬種商販売業を営むことが

できることとされる者に係る薬事法の一部を

改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及

び経過措置に関する政令第１条の規定による

改正前の薬事法施行令第４６条第１項の規定

に基づく医薬品の販売業の許可証の再交付 

１件につき ２，９００円 

（９０） 建築物における衛生的環境の確保に関する

法律（昭和４５年法律第２０号）第１２条の

２第１項の規定に基づく建築物清掃業者（同 

項第１号に掲げる事業を営んでいる者をい 

う。）の登録 

１件につき ３５，０００円 

（９１） 建築物における衛生的環境の確保に関する

法律第１２条の２第１項の規定に基づく建築

物空気環境測定業者（同項第２号に掲げる事

業を営んでいる者をいう。）の登録 

１件につき ３５，０００円 

（９２） 建築物における衛生的環境の確保に関する

法律第１２条の２第１項の規定に基づく建築

物空気調和用ダクト清掃業者（同項第３号に

掲げる事業を営んでいる者をいう。）の登録 

１件につき ３５，０００円 

（９３） 建築物における衛生的環境の確保に関する

法律第１２条の２第１項の規定に基づく建築

物飲料水水質検査業者（同項第４号に掲げる

事業を営んでいる者をいう。）の登録 

１件につき ３５，０００円 

（９４） 建築物における衛生的環境の確保に関する

法律第１２条の２第１項の規定に基づく建築

物飲料水貯水槽清掃業者（同項第５号に掲げ

る事業を営んでいる者をいう。）の登録 

１件につき ３５，０００円 

（９５） 建築物における衛生的環境の確保に関する

法律第１２条の２第１項の規定に基づく建築 

１件につき ３５，０００円 

 



 

 

物排水管清掃業者（同項第６号に掲げる事業

を営んでいる者をいう。）の登録 

 

（９６） 建築物における衛生的環境の確保に関する

法律第１２条の２第１項の規定に基づく建築

物ねずみ昆虫等防除業者（同項第７号に掲げ

る事業を営んでいる者をいう。）の登録 

１件につき ３５，０００円 

（９７） 建築物における衛生的環境の確保に関する

法律第１２条の２第１項の規定に基づく建築

物環境衛生総合管理業者（同項第８号に掲げ

る事業を営んでいる者をいう。）の登録 

１件につき ４５，０００円 

（９８） 動物の愛護及び管理に関する法律（昭和 

４８年法律第１０５号）第１０条第１項の規 

定に基づく第一種動物取扱業の登録の申請に 

対する審査 

１件につき １５，０００円 

（９９） 動物の愛護及び管理に関する法律第１３条

第１項の規定に基づく第一種動物取扱業の登

録の更新の申請に対する審査 

１件につき １０，０００円 

（１００） 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則

（平成１８年環境省令第１号）第２条第６項

の規定に基づく第一種動物取扱業の登録証の

再交付 

１件につき ３，０００円 

（１０１） 動物の愛護及び管理に関する法律第２６条

第１項の規定に基づく特定動物の飼養又は保

管の許可の申請に対する審査 

１件につき １８，０００円 

（１０２） 動物の愛護及び管理に関する法律第２８条

第１項の規定に基づく特定動物の飼養又は保

管の変更の許可の申請に対する審査 

１件につき １０，０００円 

（１０３） 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則

第１５条第６項の規定に基づく特定動物の飼

養又は保管の許可証の再交付 

１件につき ３，０００円 

 



 

 

 別表中第８４号を第８５号とし、第４７号から第８３号までを１号ずつ繰り下

げ、第４６号の次に次の１号を加える。 

（４７） 医療法第２７条の規定に基づく病院の検査 

 

１件につき ４３，０００円 

附 則 

 この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

提案理由 

 山梨県からの権限の移譲等に伴い、甲府市保健所が所管する事務に係る手数料に

関し必要な事項を定めるについては、この条例を制定する必要がある。これが、こ

の条例案を提出する理由である。 

 

http://www1.g-reiki.net/kofu/reiki_honbun/e602RG00000200.html#l000000000

